
税制の抜本的な改革により偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの暫定措置として、法人事業税（所得割・収入割）の税率を引き下げるとともに、国税として地方法人特別税が創設されました。

　　法人事業税（所得割・収入割）の納税義務者

　　法人事業税額（標準税率により計算した所得割・収入割）× 税率
　 　《税率》
	区　　　　分
	税　率

	外形標準課税法人の所得割額
	１４８％

	所得金課税法人の所得割額
	８１％

	収入金課税法人の収入割額
	８１％



法人事業税と併せて県に申告納付します。(県に納付された地方法人特別税は県が国に払い込みます。)

予定申告の場合、原則として、前事業年度の確定事業税(地方法人特別税)額を前事業年度の月数で除して得た額の６倍に相当する額を申告納付することと定められています。ただし、地方法人特別税対象初事業年度の予定申告については、前事業年度の確定事業税額を前事業年度の月数で除して得た額を基にそれぞれ下記の倍率による額を申告納付します。
・法人事業税････････３．３倍に相当する額
・地方法人特別税････２．７倍に相当する額

適用期日･･･平成２０年１０月１日以降に開始する事業年度及び同日以後の解散による清算所得に対する申告から適用します。
法人事業税の税率･･･地方法人特別税と併せて行う法人事業税の所得割・収入割の税率は、下記の税率を適用します。
	区　　　　　　　　分
	外形標準課税法人
	左記以外

	所得金課税法人
	普通法人
	所得のうち４００万円以下の金額
	１．５％
	２．７％

	
	
	所得のうち４００万円超～８００万円以下の金額
	２．２％
	４．０％

	
	
	所得のうち８００万円超の金額・清算所得
	２．９％
	５．３％

	
	
	３県以上分割、資本金１０００万円以上法人の所得・清算所得
	２．９％
	５．３％

	
	特別法人
	所得のうち４００万円以下の金額
	―
	２．７％

	
	
	所得のうち４００万円超の金額・清算所得
	―
	３．６％

	
	
	３県以上分割、資本金１０００万円以上法人の所得・清算所得
	―
	３．６％

	収　入　金　課　税　法　人
	―
	０．７％


　　　
地方法人特別税が創設されました





● 納める人





● 納める額





● 申告と納税





● その他








